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議  事  概  要 

 

横見部会長： 

それでは、ただ今から第１９８回近畿船員部会を開催いたします。 

あらかじめお配りしております「第１９７回船員部会」の議事録につきま

して、ご承認をお願いしたいと思います。ご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

横見部会長： 

無いようですので、ご承認をいただいたものとして取り扱わせていただき

ます。 

次に、議題１の「管内の雇用等の状況」について、運輸局からご説明 

をお願いいたします。 

 

土本船員労政課長： 

それでは「令和７年２月分管内雇用状況」につきまして、ご説明させてい

ただきます。 

１．職業紹介状況 

①求人関係 

新規求人数は、５５人（前月比－１０人、１５．４％の減、前年同月

比：＋６人、１２．２％の増）となっています。 

月間有効求人数は、１４６人（前月比＋１０人、７．４％の増、前年同

月比：－７人、４．６％の減）となっています。 

②求職関係 

新規求職者数は、８人（前月比－５人、３８．５％の減、前年同月比：

－２人、２０％の減）となっています。 

月間有効求職者数は、２１人（前月比－８人、２７．６％の減、前年同

月比－９人、３０％の減）となっています。 
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③成立状況 

当月の成立数は、１人（前月比：－５人、８３．３％の減、前年同月

比：－６人、８５．７％の減）となっています。 

④職員・部員別成立者内訳 

職種別の内訳は、甲板部職員０人、機関部職員１人、甲板部部員０人、

機関部部員０人、事務部部員０人となっています。 

年齢別については、１０歳代０人、２０歳代０人、３０歳代０人、４

０歳代１人、５０歳代０人、６０歳代０人、７０歳代０人となってい

ます。 

２．新規求人・求職者の取扱実績 

①職種別内訳 

新規求人の職種別内訳は、職員４５人（甲板部３２人、機関部１３人、

無線部０人、事務部０人）、部員１０人（甲板部５人、機関部４人、無

線部０人、事務部１人）となっています。 

新規求職の職種別内訳は、職員５人（甲板部４人、機関部１人、無線部

０人、事務部０人）、部員３人（甲板部２人、機関部１人、無線部０人、

事務部０人）となっています。 

②新規求職者の退職理由 

内訳は、船舶所有者の都合が０人、定年退職１人、雇用期間満了０人、

本人の申し出４人、自己の健康０人、倒産０人、就労中０人、不明３人

となっています。 

③新規求職者の年齢別 

３０歳未満１人、３０歳代３人、４０歳代０人、５０歳代１人、６０歳

以上３人となっています。５０歳以上は４人で占める割合は５０．０％、

３０歳未満の占める割合は１２．５％です。 

３．失業等給付金支給状況 

当月末の受給資格者数は１７人で、基本手当の支払実人数は３人、給付

件数は３件となっています。給付金額は５２８，６４２円です。前月は５

人、給付件数は６件、給付金額は６６８，７４３円でした。 
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それから、再就職手当が２件７４１，０７６円、よって当月支給額計は、

１，２６９，７１８円となります。 

 

４．月間有効求人倍率の推移 

２月の近畿船員は６．９５倍で、前月比＋２．２６ポイント、前年同

月比、＋１．８５ポイントとなっています。 

 

５．近畿運輸局、月間有効求人・求職状況 

①月間有効求人は１４６人で、このうち、新規求人者数は５５人となって

います。 

当局の紹介による求人側の成立は１人、他局成立は０名でございました。 

求人の取り消しは５４人で、理由の内訳は有効期限切れ５１人、自己応

募・縁故により採用０人、会社都合により取り下げ３人、その他は０人

となっています。 

 

②月間有効求職者は２１人で、前月との差は－８人でした。 

当局の紹介による求職側の成立は０人、他局成立は０人でした。 

求職の取り消しは９人で、理由の内訳は期限切れ４人、自己応募・縁故

により採用１人、自己都合により取り下げ４人、その他０人となってい

ます。 

 

６．全国運輸局別の有効求人、有効求職、成立数、有効求人倍率 

①１月の全国の月間有効求人数は、３，０５１人で、前月比４人増の１

００．１％、前年同月比１８３人減の９４．３％となっています。 

②１月の全国の月間有効求職数は、６１２人で、前月比７３人減の１１

３．５％、前年同月比８５人減の８７．８％となっています。 

③１月の全国の成立数は、４２人で、前月比１４人増の１５０．０％、

前年同月比３人減の９３．３％となっています。 
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④１月の全国船員の有効求人倍率は季節調整値により５．０８倍となっ

ています。１月の全国陸上は季節調整値により１．２６倍となってい

ます。 

以上が管内の雇用等の状況でございます。 

 

横見部会長： 

 ありがとうございます。 

 資料１、２、３についてご質問等ございますでしょうか。  

 

三輪委員： 

 資料２の一番最後の７ページ目のところで、海技免状の種類の４Ｎ○のよ

うな○はどういう意味ですか。 

 

土本船員労政課長： 

 はい。Ｎは航海の意味ですが、それ以外にも持たれている方、例えば、航

海と機関の両方持っていらっしゃる方を示しています。 

 

三輪委員： 

 もう一点、緑の塗りつぶしのマークというのは、新規求職者のうち船員未

経験者になるんですか。 

 

土本船員労政課長： 

 はい。未経験の方になります。２月で新規求職された方のうち、緑マーカ

ー72 歳の方１名が該当します。 

 

三輪委員： 

 72 歳で船員になりたいとは、非常にモチベーションが高い方ですね。理

解しました。ありがとうございます。 

 

横見部会長： 
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 ほか、よろしいでしょうか。 

無いようですので、次に議題３の「その他」に入ります。 

 運輸局の方から説明をお願いします。 

 

三浦海事振興部次長： 

資料４を説明申し上げます。 

まず、令和７年１月分の内航海運の輸送動向調査の概要ですが、貨物船と

油送船を合計した輸送量は前年同月比１０１％となっております。 

貨物船は 鉄鋼、燃料（石炭、コークス）、雑貨、自動車が増加 

原料、紙・パルプ、セメントは減少 

油送船は 高温液体が増加 

黒油、白油、ケミカル、高圧液化、耐腐食は減少したようです。 

１月の貨物船の輸送量は、前年同月比１０６％、前月比９０％となってい

ます。 

鉄鋼は １０３％、 低気圧の発生により輸送障害を断続的に受けたこと

もあり、計画通りに運べず、次月に繰り越す貨物が見られたようです。 

原料は ９８％、 石灰石の輸送は一部で揚荷役設備の工事に伴う影響が

見られたようです。スラグ、金属鉱、非金属鉱などは減少のようです。 

燃料は １１０％、 コークスは微増のようですが、石炭は、荒天の影響

による荷役の中断等が多く発生していたため減少が見られたようです。 

紙・パルプは ８７％、 パルプは増加し、紙、木材は減少となり、全体

としても低調に推移したようです。 

雑貨は １０４％、 一般雑貨では、年末年始の日数が前年よりも長かっ

たこともあり、１２月の送り込み後は荷の薄い状況下であったようです。ま

た、北海道発の公共工事向けのコンクリート製品の輸送がみられたようです。 

自動車は １２２％、 昨年、一部メーカーの認証不正問題により輸送量

が減少していたことにもよる反動増が見られたようです。 

セメントは １００％、 低調な輸送が継続中のようです。 

続きまして、油送船の輸送量ですが、前年同月比９６％で、前月比９６％

となっています。 
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輸送主要品目別の前年同月比を見ると、 

黒油（こくゆ）は ９４％、 冬期の需要期に入ったものの、火力発電所

需要は低調さが継続しているようです。 

白油（はくゆ）は ９８％、 ガソリン、軽油、灯油の輸送は増加が見ら

れたが、半製品やジェット燃料の輸送は減少したようです。 

加えて、一部の船では修繕工事が発生したため、白油全体としては減少し

ているようです。 

それでは３ページ以降、貨物ごとの状況です。１月の対前年比欄と、右側

の対前月の欄をご覧下さい。 

鉄鋼の前年同月比は、   １０２．５%で、 前月比   ９２．８% 

原料の前年同月比は、    ９７．６%で、 前月比   ８５．８% 

燃料の前年同月比は、   １１０．２%で、 前月比   ９２．７% 

紙・パルプの前年同月比は、 ８７．０%で、 前月比   ９０．９% 

雑貨の前年同月比は、   １０３．５%で、 前月比   ８７．２% 

自動車の前年同月比は、  １２２．２%で、 前月比   ９７．４% 

セメントの前年同月比は、  ９９．７%で、 前月比   ８３．１% 

となっており、貨物船全体の輸送量は、１，５５８万４千トンで、前年同月

比が、１０５．６%で、 前月比 ９０．１%となっています。 

 

黒油（こくゆ）は、前年同月比で ９３．９%で、 前月比  ９３．４% 

白油（はくゆ）は、前年同月比で ９７．５%で、 前月比  ９６．７% 

ケミカルは、   前年同月比で ９５．７%で、 前月比  ９６．４% 

となっており、一般タンカーの輸送量は、７４７万３千トンで 

前年同月比が、 ９６．４%、 前月比   ９５．８%となっています。 

 

続きまして、 

高圧液化は、  前年同月比で  ９３．５%で、 前月比 １００．９% 

高温液体は、  前年同月比で １０４．３%で、 前月比  ９２．４% 

耐腐食は、   前年同月比で ９８．９%で、 前月比  ９７．１% 

特タン船の輸送量は、９８万７千トンで 
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前年同月比で ９６．２%で、 前月比 ９８．８%となっており、 

全てのタンカーの合計は、 ８４６万トンで 

前年同月比で ９６．４%で、 前月比 ９６．２%となっています。 

 

次に資料５、令和７年１月における長距離フェリーの輸送実績でございま

す。 

１月の欄と、右のほうの対前月、対前年同月比のところをご覧ください。 

まずは「トラック」ですが、 

北海道方面では、 ９，５９３台となっており、前月比が ７９．８%、前

年比 ９７．６% 

北九州方面では、２７，４５２台となっており、前月比が ８１．９%、前

年比 ９８．５% 

中九州方面では、１１，７５２台となっており、前月比が１０７．６%、前

年比１２４．６% 

南九州方面では、１２，０３６台となっており、前月比が ８７．４%、前

年比１０４．４% 

となっています。 

 

次のページの「旅客」では、 

北海道方面では、 

５，６４４人となっており、前月比が ８５．６%、前年比１０８．４% 

北九州方面では、 

６５，１３３人となっており、前月比が ８５．８%、前年比 ９８．４%

中九州方面では、 

３０，１７４人となっており、前月比が ９８．０%、前年比１１０．０%

南九州方面では、 

２２，６６２人となっており、前月比が ８５．０%、前年比１０６．７%

となっています。 

 

最後に、次のページの「乗用車」では、 
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北海道方面では、 

２，４９９台となっており、前月比が１０１．５%、前年比１１９．１% 

北九州方面では、 

２２，５０５台となっており、前月比が ９７．７%、前年比 ９７．１%

中九州方面では、 

４，７５６台となっており、前月比が ９６．８%、前年比 ９９．３% 

南九州方面では、 

７，６１９台となっており、前月比が ９９．７%、前年比１０４．２%と

なっています。 

 

トラック、旅客、乗用車と、各航路の実績は、コロナ前と変わらない状況に

なってきたように感じます。 

 

私からの説明・報告は以上です。 

 

・Ｒ６.１０～１２月長距離フェリー等のトラック輸送に係る積載率動向 

・自動運航船検討会のスケジュール 

〔 三浦海事振興部次長（説明）〕 

・船員の特定最低賃金の改正決定に関する公示 

〔 土本船員労政課長（説明） 〕 

 

横見部会長： 

 ありがとうございました。 

それでは、これまでの説明についてご質問等ございますでしょうか。 

 

横見部会長： 

資料４の一番下、「北海道発の公共工事向けコンクリート製品の輸送がみ

られた」と書いてありますが、具体的にどういうものかご存じでしょうか。

お分かりであれば、お教えいただければと思います。 
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横見部会長： 

もう一つ、三輪委員もいらっしゃるので、自動運航船について、初歩的な

質問ですが、完全に自律航行ができるのでしょうか。障害物があったら船が

勝手によけてくれるレベルの自動運航船となるのですか。 

 

三輪委員： 

検討委員会の中で、いろいろな場面を設定して他船をいかによけるかとい

うのをやっています。ただ、万が一のときに備えて手動に切り替えて操作す

る船員は配置されて運用すると認識しています。無人というよりは船員の負

担を軽減することがメインで、技術を使っていかに船を安全に、労力をなる

べくかけずに運航するかといった技術開発の一端と認識しています。ですの

で、完全に機械が全部やってしまうというよりは、ある部分は人間が、ある

部分は機械がというすみ分けを行っています。 

資料にもございますように、今後そういった安全基準とか検査基準が、よ

り具体的に定められていって、メーカーさん各社がいろいろな技術を特徴づ

けて開発していくための、要件事項のところをしっかり固めましょうといっ

た検討が進められております。 

 以上でございます。 

 

安達委員： 

今の話に関連しての質問ですが、一つは、技術としては航空機の巡航のと

きに機械がコントロールするイメージでいいんでしょうか。どの操作とか船

を動かすときのどこまでが完全に自動化できるのか。あるいは今の技術でで

きないことってどういうものがあるのか、もしご存じだったら教えていただ

きたいです。あと、１ページ目の安全基準だけではなく、責任とか保険につ

いても検討を開始すると書いてあったと思うんですけれども、法律関係とか

保険関係の先生方って、今回ワーキンググループに入っていらっしゃるので

しょうか。技術の方に偏っているのかなと思ったので、そのあたりをお伺い

したいのですが。 
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三輪委員： 

ワーキングのところは検査基準ですとか、検査で要求する要件みたいなと

ころで動いており、本体である検討会のほうには保険の専門家の方とか法律

の専門家の方が加わっています。万が一事故が起きたときに、どちらがどう

責任を取るのかという話も進んでいるところです。 

一番最初の質問にありました、どこまで自動でやるのかについては、船の

離岸・着岸というフェーズと、あとは大洋航海中のようなずっと同じ速力で

動いて行くとき、狭水道といいますか港の出入りみたいなところといったフ

ェーズを分けていって、それぞれの場所でどういった自動化、機械で作業が

進められるかを、技術的に組み合わせていくといった雰囲気かと思っており

ます。それぞれの場面で得意のメーカーさんがその技術を提供するという構

成になっているというふうに思っています。 

全部一貫して同じメーカーさんでやるのは難しいのかなと思っていまして、

着岸するというところではロープを掛けなきゃいけない、飛ばさなきゃいけ

ないとか、それこそエンジンの使い方かと思うんですけれども、エンジンメ

ーカーだけでなく操船技術のメーカーさんともタッグを組まないと、横移動

するスラスターの調整がうまくいかないといったことがあります。私はエン

ジンのほうが専門なので、そちらのほうに注目していたんですが、パワーマ

ネジメントと言うんですかね、よりエネルギーを抑えると言いますか、最適

化しながら必要に応じて発電装置の出力を変えたりといった、スラスターと

いう横移動装置の制御とプロペラ本体のエンジンで動く推進装置と組合せみ

たいなことをメーカーさんが独自のというか、特徴をつけて強みを発揮でき

るといったところの基準だけ作っていくというスタンスですね。 

 

小林委員： 

 自動運航は我々も非常に注目しているところです。今後責任の度合いがど

こにあるかとか、いろいろ問題になるかと思うのですが、ワーキンググルー

プの構成を見ていますと学校の研究職の方々とか業者の方々がいらっしゃい

ますが、私的な視点ですが、こういった自動運航をするにあたり、船に乗っ

ている方々が横について運航しているので、ワーキンググループとかそうい
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うところに現役で乗船している方々も参加し生の声を聞いたほうが今後のた

めには分かりやすいのかと考えています。実際にいろんな船で実験はしてい

るかと思うのですが、実験した船の乗組員の方とかを会議に呼ぶことはいい

と思いますので、ご参考にしてください。 

 

三輪委員： 

 ありがとうございます。検証、実証運航というところで検証に使う船が何

隻かありまして、それは民間の船会社さんでも使っていると聞いていますの

で、実際に操作する現役の船員さんの感想といいますか使い勝手みたいなと

ころも情報としては得られるんじゃないかと思っております。ご意見ありが

とうございました。  

 

土屋委員： 

今の話は日本での研究と思いますが、世界でもこういう研究が恐らくされ

ていると思います。公的なところ例えばＩＭＯ（国際海事機関）のような所

で規格化という話がありませんか。 

 

三輪委員： 

 国際海事機関で定めているマスコードという、自動運航船の基準というか

規約がありまして、検討会ではそれを踏まえた上で実際に国内でどういった

形で自動運航船の実現をしていくかというようなことを進めています。海外

では既に非常に短い距離で渡し船のような、もしくは旅客を運ぶ電動化の自

動運航船みたいなものが実働している事例は紹介されていまして、そういっ

た運航のスタイルといいますか使い方みたいなものも参考にという形での情

報提供は、会議の中で提示されています。そのマスコードの解釈をいかに国

内で実現していくかというところで、先ほどもご質問いただきましたように、

どこまで実用化するか、保険の話になると、どこまで人が責任持つのかとい

うところが、今後は、かなり喧々諤々の議論になるように思っております。 

 以上でございます。 
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横見部会長： 

ありがとうございました。 

 それでは、次に、船員政策や船員労働全般に関わる様々な問題につきまし

て、ご意見や情報等ございましたらご発言をお願いいたします。 

 まず、労働者委員のほうから、何かございましたらお願いします。 

 

浦委員： 

 ３月１１日に海事局から船舶法施行細則改正についてパブリックコメント

がされました。その省令改正の背景としましては、提案の後段に事業者の予

見可能性を高める観点からとして、一定期間内の不開港場寄港または沿岸輸

送を一括して特許申請できることや、国土交通大臣が必要ないと認めるとき

には、地方運輸局長などを経由した申請は不要という、特許に係る申請リス

クの合理化等を図る改正を行おうとしているように見えます。しかしながら、

事業者の予見可能性を高める観点からといった抽象的な前例を示しているこ

とや、一括申請や地方運輸局長を経由しない申請の基準などにおいて適応す

る対象や理由が示されておりません。このような不明確な省令改正は今後      

容認できるものではありません。 

 ましてや、令和６年１月になりますが、北海道と札幌市が連名でＧＸ金融

資産・運用特区の提案書を提出しまして、洋上風力発電の設置募集に係る外

国籍船の船舶の活用と称するカボタージュ規制の緩和及び外国人船員等が乗

船する船舶の海外港への寄港要件を緩和すると称する外国人船員に係る60

日ルールの緩和を含む提案が内閣府に提案されております。これを受けて政

府は昨年６月21日付で規制改革実施計画を閣議決定して、洋上風力発電設

備の設置・保守に係る外国籍船の利用、外国人材の活用として、当該設備の

設置・保守に関する輸送内容が明らかになった時点で、日本籍船のみでの対

応が困難である場合のみにおいて、当該設備の設置・保守に関する複数の輸

送に対してあらかじめ特許を付与することにおいて、事業者の予見可能性を

高める観点からとして、令和６年度中に必要な省令改正を行うということを

述べております。 
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 このような経過を踏まえれば、今回の船舶法施行細則の一部を改正する省

令改正は閣議決定された規制改革実施計画で示されております洋上風力発電

設備の設置・保守に係る外国籍船の利用また外国人材の活用に関する特許申

請を迅速に許可するための省令改正であると言わざるを得ません。とてもじ

ゃありませんが、このような、これまで船舶法第３条で担保されておりまし

たカボタージュ規制がこれによって穴が開いて、今後ないがしろになってい

く可能性もあるというところで、反対という形で意見を述べさせていただき

ます。 

 以上です。 

 

三浦海事振興部次長： 

 これについては、全体的な話ではあると思うんですけれども、部会の中で

こういう話が出たということについては、中央のほうには報告をしておきた

いなとは思います。 

 

浦委員： 

 もう一つお伺いしたいのは、これまで海事局長はインタビューなどあらゆ

る場面でカボタージュ規制は堅持していくという考えを述べられておりまし

たが、このパブリックコメントの内容を見ると、カボタージュ規制を緩和し

ていく方向になるのかなと思います。これは国土交通省としてカボタージュ

規制は緩和の方向へかじを切ったという理解でいいのか、その辺が分かれば

教えていただきたいです。 

 

三浦海事振興部次長： 

カボタージュ規制の取扱い・考え方についての情報がこちらのほうにない

ので、同じように伝えていきたいと思います。考え方等について入手できる

のであれば、報告いたします。 

 

横見部会長： 

 ありがとうございました。 
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 ほか、労働者委員のほうからいかがでしょう。よろしいでしょうか。 

 では、続いて使用者委員のほうから何かございますでしょうか。 

よろしいでしょうか。 

 

横見部会長： 

公益委員の皆さんはいかがでしょうか。 

 

横見部会長： 

 事務局のほうからはいかがでしょうか。 

 

横見部会長： 

 それでは本日の部会は終了いたします。 

次回は４月２３日（水）１６時００分からとなっておりますので、皆様よ

ろしくお願いいたします。 

 

 

(配付資料) 
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資料４．内航輸送実績状況（令和７年１月分まで） 

資料５．長距離フェリー輸送実績の推移（令和７年１月まで） 
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